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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和1年8月15日(2019.8.15)

【公表番号】特表2018-522281(P2018-522281A)
【公表日】平成30年8月9日(2018.8.9)
【年通号数】公開・登録公報2018-030
【出願番号】特願2018-501301(P2018-501301)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｆ   7/20     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｆ    7/20     ５０３　
   Ｇ０２Ｂ    5/08     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和1年7月4日(2019.7.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイクロリソグラフィ投影露光装置の光学系であって、
　前記光学系は、光学有効面を有する少なくとも１つのミラーを有し、
　前記ミラーは、
－ミラー基板（２０５、３０５）と、
－所定の動作波長を有してそれぞれの面法線に対して少なくとも６５°の入射角で前記光
学有効面（２００ａ、３００ａ）に入射する電磁放射に対する前記ミラーの反射率が少な
くとも５０％となるように構成した反射層（２２０、３２０）と、
－前記ミラー基板（２０５、３０５）と前記反射層（２２０、３２０）との間に配置した
基板保護層（２１０、３１０）とを備え、
　前記基板保護層（２１０、３１０）のＥＵＶ放射に対する透過率が０．１％未満であり
、
　前記ミラーは、電磁放射が前記ミラーで反射される際の前記光学系の動作中に生じる反
射角が、それぞれの面法線に対して少なくとも５０°となるように前記光学系に配置され
る、
　マイクロリソグラフィ投影露光装置の光学系。
【請求項２】
　前記基板保護層（２１０、３１０）のＥＵＶ放射に対する透過率は、０．０１％未満で
あり、特に０．００１％未満である、請求項１に記載の光学系。
【請求項３】
　前記基板保護層（２１０、３１０）は、第１の材料からなる吸収層を少なくとも１つ備
える、請求項１又は２に記載の光学系。
【請求項４】
　前記第１の材料は、鉄（Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ）、コバルト（Ｃｏ）、銅（Ｃｕ）、
銀（Ａｇ）、金（Ａｕ）、白金（Ｐｔ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、タングステン（Ｗｏ）
、クロム（Ｃｒ）、錫（Ｓｎ）、亜鉛（Ｚｎ）、インジウム（Ｉｎ）、テルル（Ｔｅ）、
イリジウム（Ｉｒ）、パラジウム（Ｐｄ）、オスミウム（Ｏｓ）、タンタル（Ｔａ）、及
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びそれらの合金を含む群から選択される、請求項３に記載の光学系。
【請求項５】
　前記基板保護層（２１０）は、さらに、第２の材料からなる応力補償層（２１１）を少
なくとも１つ備える、請求項１～４のいずれか一項に記載の光学系。
【請求項６】
　前記第２の材料は、モリブデン（Ｍｏ）、ルテニウム（Ｒｕ）、ホウ素（Ｂ）、炭化ホ
ウ素（Ｂ４Ｃ）、炭素（Ｃ）、及びケイ素（Ｓｉ）を含む群から選択される、請求項５に
記載の光学系。
【請求項７】
　前記基板保護層（２１０）は、複数の個々の層からなる多層系を有する、請求項１～６
のいずれか一項に記載の光学系。
【請求項８】
　これらの個々の層は最大厚さが１００ｎｍ未満であり、特に５０ｎｍ未満であり、より
特には２５ｎｍ未満である、請求項７に記載の光学系。
【請求項９】
　前記多層系は、交互に連続した第１の材料からなる第１の層と第１の材料とは異なる第
２の材料からなる第２の層を有する、請求項７又は８に記載の光学系。
【請求項１０】
　前記多層系は、周期長が６ｎｍ～８ｎｍの範囲内であり、特に６．５ｎｍ～７．５ｎｍ
の範囲内である、請求項９に記載の光学系。
【請求項１１】
　ミラーが、多層系により生成された定在波場の最大値を超えて有する全層厚は、±１０
％の最大偏差を除いて、前記多層系の周期長の整数倍に相当する、請求項９又は１０に記
載の光学系。
【請求項１２】
　前記第１の層は吸収層（２１２）であり、前記第２の層は層応力補償層（２１１）であ
る、請求項９～１１のいずれか一項に記載の光学系。
【請求項１３】
　ミラー基板（３０５）と反射層（３２０）との間に、基板保護層（３１０）としての吸
収層を１つだけ配置した、請求項１～４のいずれか一項に記載の光学系。
【請求項１４】
　前記動作波長は３０ｎｍ未満であり、特に１０ｎｍ～１５ｎｍの範囲内にある、請求項
１～１３のいずれか一項に記載の光学系。
【請求項１５】
　前記ミラーは、電磁放射が前記ミラーで反射される際の光学系の動作中に生じる反射角
が、それぞれの面法線に対して少なくとも６５°となるように前記光学系に配置される、
請求項１～１４のいずれか一項に記載の光学系。
【請求項１６】
　照明デバイス及び投影レンズを有するマイクロリソグラフィ投影露光装置において、前
記照明デバイスは、投影露光装置の動作中、投影レンズの対物面に位置するマスクを照光
し、投影レンズは前記マスク上の構造を投影レンズの像面に位置する感光層上に結像し、
前記投影露光装置は請求項１～１５のいずれか一項に記載の光学系を少なくとも有する、
マイクロリソグラフィ投影露光装置。
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